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要約 

 MENA（中東・北アフリカ）地域は発展の可能性にあふれている半面、社会的不安、政治的煽動、市民的

自由の欠如が社会に蔓延している。当地域では、他の多くの緊急課題のためにメディア教育の地位が低く、

それが市民参加に悪影響を及ぼしている。MENA の国々におけるメディア・リテラシー実践の現状は、メ

ディアに批判的に接する能力において低水準である。調査結果は、一般大衆とジャーナリストとの間のギャ

ップが大きいことを示しており、この点はメディア・リテラシーをさらに弱体化させている。本稿では、は

じめに MENA 諸国と、そこにおける「機能不全」について、当地域におけるメディア・リテラシーを特徴

づけるさまざまな緊張と矛盾を説明するために、「形容矛盾」の比喩を用いて論じる。次に、そうした現状

を解明するために、メディアに関連した政治的な背景を明らかにしたい。また、調査データをもとに、当地

域の決して明るいとは言えない現況を変革する試みや可能性を探究し、 後に当地域におけるメディア・リ

テラシーに関する政策立案におけるいくつかの重要な論点を提起する。 

 

キーワード：メディア・リテラシー、市民的自由、集団的欺瞞、表現の自由、市民参加、民主主義、アラブ

人としてのアイデンティティ 

 

１．議論の場の設定：MENA（中東・北アフリカ）

諸国における「メディアの機能不全」 

 MENA のさまざまな地域におけるメディア・リ

テラシーの現状の特徴は、弱い経済的基盤、制作

と配信の高コスト、強い政治支配、文化的拡散、

地理的な中央集中、極めて低いメディアへの信頼

度とジャーナリズムの低い地位にある。それに加

えて、法律や規則は、メディアの内容やその他の

専門的価値について明確に規定していない。した

がって、MENA 地域の特徴である、ほかの世界諸

国からの孤立が、国内における社会的・政治的・

経済的諸問題と関連していると見るのは妥当であ

る。こうした状況は、大量の消費主義、宗教的保

守主義と軍事的存在感と結びついて、さらに複雑

な様相を呈している。 

 大半の人々は、政府の政策方針に注目していな

いし、動かされることも、関心をもつこともない。

というのも、人々は情報の二重基準が続き、市民

参加はあまりに多くの障害につきあたるという感

覚や、メディアは民主主義や自由を口先だけで唱

えるものの、しばしば少数のエリートの個人的な

権益に寄与しているという感覚を持ち続けざるを

えないほど、メディアの疲弊とも呼ぶべき事態の

犠牲となっているからである。主要な課題は、い

まだにいかに大衆大衆を教育し、大衆が市民権を

要求し、政府に公的義務に対する責任を遂行させ

るだけの力をいかにしてもてるかという点にある。 

 いかにしてメディア・リテラシーは自由とアイ

デンティティを支援し得るだろうか。いかにして

ニュースの縦のヒエラルキーはコミュニケーショ

ンの横のネットワークに変わり得るだろうか。い

かにしてこの地域のメディア構造のより深い理解

が市民参画へと発展し得るだろうか。MENA のメ

ディア文化を探究するためには、一つのメディア
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に焦点をあてた調査よりも、学際的な比較調査の

手法と、問題意識をもった文脈的な視点を適用す

る必要がある。本稿は、MENA におけるメディア

とオーディエンスとの関係を考察し、メディアの

機能不全およびジャーナリストと大衆との間に広

がっていくギャップを解明するため、比較調査の

結果を用いている。 

 本稿の分析は、現在のメディア・リテラシー状

況が「形容矛盾」の悪循環に陥っている点を考察

する。「形容矛盾」とはレトリックの一つであり、

不調和で、自己矛盾にみえる効果をもつ言い回し

である注 1。この表現によって、MENA におけるメ

ディア・リテラシーの矛盾した状況を表そうとし

ている。MENA でのメディア状況を「形容矛盾」

と呼ぶのは、メディアが民主主義や民衆への義務

にリップサービスをする一方で、権力統制に従属

していることによって、人々の間に二重基準をも

たらしている点を指している。こうした状況は、

メディアと大衆との関係におけるたえざる不調感、

つまり両者とも、互いの間にほとんど共通の関心

がないと感じている「メディアの機能不全」をも

たらしている。この「メディアの機能不全」状況

は、一部の熟達した政治的行動家やメディア関係

者に、この地域の政治的・市民的自由の将来に対

する遺憾の意と憂慮を表明させるに至っている。

MENA は人的資源を開発する可能性にみちてい

る半面、抑圧的な政治システム、自覚の欠如と戦

略的見通しの欠如は、社会的不安と政治的煽動と

市民的自由への反動、そして深刻な頭脳流出をひ

きおこしている。 

 「形容矛盾」状況は、近年の紙上で表現された

改革提言と、そうした政策と実生活上の目標の実

現の欠如との間のギャップからきている。近年、

MENA 諸国の政府は持続可能な再編にむけた真

底からの構造変革や具体的な構想にもとづかない、

おざなりの改革を支持してきた。自由のレトリッ

クと、二重基準の政策の現実との間の悪名高いギ

ャップに関連する多くの問題が生じており、それ

らの問題は、政府への信頼を損なわせ、深い社会

変革への意志を弱めさせている。 

 ４つの批判がメディアの専門家たちと政治的行

動家たちから提起されている。第一には、表現と

報道の自由の保証がきわめて低く、他の基本的な

人間的必要性も無視されている点である。第二に、

自由と民主主義を表面的にしかとらえられておら

ず、支配的な少数者の利益を守るために多数者の

利益がなおざりにされている点である。第三には、

政府は、イラク侵攻、「イスラム嫌悪」、アラブ対

イスラエルの対立から生じた憎悪に動機づけられ

た「敵意と専制」といった地域の主要課題にもっ

ぱら意を注いでいる点である。そして第四に、多

様で複雑な状況に対して、公的には薄っぺらな分

析しかされていない点であり、その結果、イスラ

ム教の色である「緑色の脅威」すなわち、エジプ

トや MENA 諸国がイスラム国家体制を確立する

のではないかという不安感を生み出している

(Saleh,2006)。 

 こうした文脈においては、メディア教育やメデ

ィア・リテラシーの優先順位は、もっとも低いも

のとなっている。メディアは、政府の専制を合理

化するために構成された現実を提供する場となっ

ているからである。政治的連帯を強化するために、

アラブ諸国の政府は、メディアが自国や他の友好

国政府の国内政策を批判的に評価することを決し

て許してこなかった。メディアは、国内や地域の

課題に深入りすることは決してない。そうした課

題を論じることは、政府の権威と正統性を損なう

危険が高いからである。 

 それに加えて、メディア・リテラシーは、基本

的なリテラシーがあるところでのみ可能である。

成人非識字者の絶対数は、1990 年から 2000 年～

2004 年の間に、6400 万人から 5800 万人に減少

したとはいえ(Hammoud,2005)、MENA における

識字率の平均は、66％とかなり低い。この地域で

の識字率のジェンダー差はきわめて高く、若者の

方 が 年 長 者 よ り も 識 字 率 は 高 い が

(Hammoud,2005)、女性の非識字率は、3 分の 2

にのぼる。 
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 こうした暗い現実は、政府が長年人的資源育成

や教育のための財政や予算をないがしろにしてき

た当然の結果である。この点は、メディア・リテ

ラシーにも悪影響を与えてきた。政府は、メディ

アの内容を自分に有利なようにコントロールでき

るよう、メディアの自由と普及にたいする要求に

ついても無視してきた。こうした問題についての

何の特別な政策もとられなかったこともあり、政

府によるメディア管理状況はメディア・リテラシ

ーの普及率をきわめて貧弱にさせている。メディ

ア・リテラシーは、メディアのあり方に依拠して

いる。そして MENA 諸国におけるメディア状況

は、公式、非公式のメディア教育にとってよいも

のとは言えなかった。MENA 地域の特徴を詳述す

るのは本稿の範囲外だが、MENA 諸国は政治的、

経済的、文化的な性格や方向性において多様であ

るが、メディア状況という点では共通点があるこ

とは確かである。ウィリアム・ラフによれば、「報

道に関する４つの理論」注 2のどれかに MENA 地

域のメディアをあてはめることはできない。 

 MENA 諸国では、情報大臣が国家の意を汲んで、

懲役や身体刑を伴う、厳しい法的規制によってメ

ディアをコントロールし、その内容に関与してい

る。近年のメディアの爆発的進展は、それまでは

容易だった情報大臣の職務範囲を拡張し、複雑な

ものにしている。しかし、彼らはそうした事態に

適応してきており、彼らの職務は、特にインター

ネットにおいて急増している新しいメディアによ

るメッセージを監視し、増大し、新興有力勢力と

なっている貧困層の非識字の若者たちの行動主義

に歯止めをかけ、テレビを中心とするメディアに

おけるイスラム急進派聴衆の増大を阻止するとい

った任務も含まれている。 

 こうした新しい情報源へのアクセスの増大は、

新旧すべてのメディアの一般的な商業化とあいま

って、オーディエンスの獲得競争をうみだした。

この競争は、低水準のメディア・リテラシーとあ

いまって、投資家に娯楽偏重という低レベルの共

通志向へと駆り立ててきた過度に飽和した市場で

行われている。とはいうものの、メディアの商業

化と民営化は、必ずしも政府のコントロールから

距離をおくことにつながらない。大半のメディア

機関は抑圧的な政府の注意深い監視体制のもとに

あり、報道内容への政府の干渉を受け入れている。

かくしてメディアは、ニュースの真正で独立の媒

体というよりも、政府の方針の代弁者となってい

る。 

 こうした政府によるメディア・コントロールは、

大衆の中に情報への不信感を醸成している。これ

によって、一般的な虚偽感覚が蔓延している。そ

うした感覚は、「集団的欺瞞」と呼ばれるものであ

り、真実を＜ぼかし＞、そうした＜ぼかし＞を黙

認するメディア専門家が、受け入れにくい事実を、

体系的、意図的に糊塗することによって生じる感

覚である注3。MENA の多くの地域に浸透している

こうした状況は、ジャーナリズムによる意図的な

虚報によって集団的に生産され、維持されるメデ

ィアの歪み、虚偽、言い逃れ、偏向をもたらして

いる。こうした事態が「メディアの機能不全」と

形容矛盾の悪循環に陥っているという大衆の感覚

の要因となっている。 

 こうした社会構造においては、コミュニケーシ

ョンと信頼感が減退し、信じるべき事柄にたいし

て疑問をもつ人々を説得するために暴力が用いら

れる。大衆が国営ニュースに頼っていることから

逆説的に、大きな「危機感」が定期的に作り出さ

れていく。こうした危機は道徳的なパニックや安

全保障への警戒という形態をとることもある。よ

り長い期間でみれば、アラブやムスリムとしての

アイデンティティの危機という漠然とした形態で

現れることもある。 

 こうした操作されたパニックの一例を、『エコノ

ミスト』2004 年 9 月 18 日～24 日号の記事に見る

ことができる。この外国誌は、エジプトの主要紙

であり、政府所有の日刊紙『アル・アーラム』の

2004 年 9 月 1 日号は、調理場で働く 12 人のネパ

ール人が、仏教徒侵略者を処刑することによって

神の業を行うと主張するイラク人ゲリラによって
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惨殺された事件を、ごく小さい記事でしか報道し

なかった。そして、翌日、同紙は、ネパールの首

都のカトマンズで暴徒がモスクを攻撃したことを、

攻撃の理由には一切ふれずに、一面のトップで

大々的に報じた。人々や事件を不平等に扱う、こ

の非対称的な報道は、ニュースの「形容矛盾的機

能」の典型的な例である。こうした報道によって、

大衆は正確な情報を得た上で意見をもつというこ

とができなくなってしまうのである。メディアの

パトロンである国家は、かつての無政府状態や暴

力支配への回帰を防がねばならないとして、メデ

ィアの操作を正当化するのが常である。 

 現在の MENA 諸国における、こうしたメディ

アの「機能不全」を思えば、メディア・リテラシ

ーという言葉自体が矛盾であるということになる。

形容矛盾のサイクルは一般的には、用語や概念の

過度の単純化と、表現と普及の自由というリップ

サービスのレトリックとの組み合わせを特徴とし

ている。この悪循環は、国内においてはメディア

を政府に従属させ、国外に対しては、多くのステ

レオタイプのイメージによって MENA の人々や

政府が未開で野蛮と非難されるため、自らを他の

諸国から隔離させることになる。 

 20 世紀の後半に、MENA 地域は、特にアラブ

諸国連盟内での多国間連携を通じて、それぞれの

国の法的措置の一般的枠組みを統一することをめ

ざしてきた。そして、1981 年にイエメンの首都で

あるサナで開かれた第 2 回アラブ法相会議で採択

された「サナ戦略」によって、民法、民事訴訟法、

刑法、刑事訴訟法、少年法、監獄基準、戦時情報

技術犯罪、個人の地位に関する事柄を含む一連の

統合諸法によって各国の法制度を統一するととも

に、裁判組織・規則についても統一することにな

った。 

 アラブ諸国連盟は、より統合的で調和した法シ

ステムを達成するために、法律や裁判の用語や構

造、プロセスを統一するための委員会をつくった。

同時に、連盟は、この委員会の勧告を実施するた

めに、レバノンのベイルートに、アラブ法律・裁

判研究センターも設立した。 

 例えばエジプトや他の北アフリカ諸国がローマ

法体系を、そしてスーダンが英米法体系を用いて

いるように、MENA では、イスラム法以外の法体

系を用いている国もあるのだが、アルジェ（アル

ジェリア）で開かれた 2005 年のアラブ・サミッ

トの間に、ダマスカス（シリア）に設立された汎

アラブ議会で、神聖なイスラム法がアラブの法体

系の確固たる土台となることが宣言されたことも

注目に値する。 

 アラブ諸国でもっとも人口が多く、MENA 諸国

の中で地政学的にもっとも重要な国の一つである

エジプトは、メディアの機能不全のまさに好例で

ある。エジプト憲法と 1981 年の憲法 151 条で批

准された国際的な人権規約はエジプト法に組み込

まれている。エジプト憲法 47 条も、「意見を述べ

る自由は保障される」と約束している。さらに、

1982 年にエジプトも加わった「市民的・政治的権

利に関する国際盟約」の 19 条は、「口頭で、ない

し文字や印刷によって、芸術という形態や他のメ

ディアによって、情報やすべての種類の見解を国

境を越えて探求し、受信し、伝達する自由」を含

む表現の自由という権利を保障している。1996 年

に施行された新しい報道法では、「ジャーナリスト

は独立であり、いかなる権力のもとにもおかれな

い」と述べられている。しかし、これらの法規で

は「メディアの機能不全」は改善されなかった。

他の構造的・機能的諸問題がとりあげられていな

かったからである。 

 実際のところ、エジプトの大統領は、判事の任

命権を大統領特権として有しており、それによっ

てつねに司法システムを操作してきた。判事たち

は、裁判システムを統括し予算管理している司法

省の職員とみなされていた。裁判システムの頂点

には、自分自身が裁判機関の 高協議会長である

大統領が君臨していた。しかし、ナセル後の時代

には、法の支配は比較的拡大してきており、判事

たちは、国家に対して市民の法的権利を保護する

強力な力となってきた。 
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 かくして、すべての政治活動は、1914 年の「暴

徒集合法 15 条」、1923 年の「集会とデモに関する

法 14 条」、1958 年の「緊急事態法」、1971 年のエ

ジプト憲法の「警察機関法 109 条」等の一連の抑

圧的な法律によって支配されてきた。多くのジャ

ーナリストたちは、ナセルの時代には改革されな

かった、これらの抑圧的な法のために、下級裁判

所で尋問されたり、罰金を科されたり、時には投

獄されたりした(Kienle,1998:223)。 

 1993 年から 1995 年にかけては、エジプトは暗

い時代を迎えた。イスラム主義者の運動の影響が

増大したために、1993 年に、ジャーナリストの組

合の「選挙を民主化するための法」が制定された。

この法は、組合代議員選挙の際に組合員の 50％以

上の実投票者数を、第二回投票では 33％以上を必

要としている。選挙結果がそれを満たさず無効の

場合は、組合は政府によって任命された判事集団

の管理下におかれる。こうした有効投票数の指定

は、ジャーナリストの組合選挙を無効にするとい

う 絶 大 な 権 限 を 体 制 側 に 与 え て い る

(Kienle,1998:228)。同じ 1993 年、エジプト政府

は、ジャーナリストの昇進や、同じ組織内での異

動を操作するために、「ジャーナリスト組合法」を

修正した。 

 この目的のために、法律は、プロのジャーナリ

ストの数よりもはるかに多い情報省の職員たちを

ジ ャ ー ナ リ ス ト 組 合 の メ ン バ ー に し た

(Cassandra,1995:15-16)。2 年後、誤解を招く情

報、誤った噂、中傷といった報道の罪過に対して、

特にそれらが国家や、その代表たち、国家の経済

的利害に反したり、公序を侵害する場合には、重

い刑罰を科す報道法が通過した。刑罰は、5 年の

禁固ときわめて高額な罰金に引き上げられた。 

 1999 年 5 月に、エジプト議会は、私的な集団が

政府の政策に影響を与えるよう働きかけることや、

組合活動を行うことを禁じるという内容の、NGO

の組織化や活動の自由を侵害する法律を通過させ

た。その法律は、社会省に、NGO の役員会を解散

させる権限を与えている。NGO は、外国からの寄

付を受けるためには政府の許可を得なくてはなら

なかった。新しい法律は、「法や公共のモラルや秩

序、国民的統合を脅かす」といった漠然と規定さ

れた侵害行為に対して懲役 2 年までの刑罰を課し

ている。エジプトの NGO と国際的な NGO 双方

からの抗議活動を受けて、この法律は憲法法廷に

よって手続き上違憲と判断され、執行が一時停止

されている。そのため、1964 年の法律 32 号とい

う、以前の NGO 法が効力を有しているが、その

法律も同様に抑圧的なものと見られている

(Saleh,2008)。 

 放送についても、上記の新聞についてと同様、

1952 年の共和国発足当初から、エジプトラジオテ

レビ機構（ERTU）に放送の完全な独占権を与え

る 1979 年の法律 13 号、1989 年の法律 223 号を

通じて、政治的道具としてつねに国家の手に握ら

れてきた。情報省によって統制され、情報相によ

って任命される ERTU の経営者がニュースやそ

の内容に関して巨大な権力を留保していることは

明白である(Saleh,2003)。 

 2008 年 2 月に状況はさらに悪化した。エジプト

とサウジアラビアの主導により、衛星放送による

メディア活動を監視する「倫理法」が新たに制定

されたからである。この倫理法は、エジプトにお

ける報道の自由に向けての動きを沈静化させかね

ない検閲を保証するものとして用いられる可能性

がある。もう一つの例は、カイロのアルジャジー

ラに勤務している女性ジャーナリストのホウィ

ダ・タハが、誤報と中傷の罪で 2 回目の逮捕をさ

れた点である。 

 エジプト以外でも、すべての MENA 諸国でも、

似たような法律や規則によって表現と普及の自由

が規制されている。しかも、問題は法の内容以上

に、出版と新聞発行に関する、実に多くの法に対

処しなければならないという点である。例えば、

「印刷法、刑法、ジャーナリズム規制法、国家文

書法、公務員法」、軍事情報・軍事決定報道規制法、

政党法、機密法等である注4。 
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２．中東・北アフリカ諸国と「精神的麻痺」の危

険 

 こうした政治状況の中で、ジャーナリストたち

の間でメディア活動に対して、目立たないが破滅

的な自己検閲がなされるようになるという不幸な

事態こそが、おそらく も憂慮すべきことであろ

う。例えば、人口統計のような基礎的資料があた

かも国家機密であるかのように扱われ、政府中枢

の動きについての報告はほとんど不可能となって

いる。この点をさらに悪化させているのは、メデ

ィア関係者やジャーナリストの大半がメディア専

門家としての訓練を欠いているという事実である。

知識は評価されず、上層部の官僚が無責任に権力

を行使している。 

 かくしてジャーナリストや編集者はしばしば役

人や財界の利害と協調するようになり、他方、政

府の腐敗や支配体制の施策を厳しく批判する者た

ちはしばしば恣意的な逮捕や脅迫、さらには暴力

の対象とされるというのが常態となっている。そ

うした報復への恐れが政府の透明性を弱め、汚職

を蔓延させ、政治改革のための課題についての意

義ある議論を封じてしまう。 

 ゆがんだ情報はメディア・リテラシー全体を危

うくさせている。その一方で、24 時間のニュース

ネットワークは意図的に実質のない噂話をばらま

き、真実よりも自らの好みにもっぱら関心のある

カメラ目線の自称「専門家」やゴシップ屋たちの

気まぐれ話にあふれている。ほんもののジャーナ

リストは、それらの番組に関わらないことによっ

て、自らの評価を守らなくてはならない。 

 この地域の「メディアの機能不全状況」は、保

守及びリベラル双方のメディア専門家の間に文化

的反抗の新しい精神を刺激してきた。彼らは、メ

ディアの貧弱な活動と大衆の利害への意図的な無

知に反対する。彼らは、急進派の好戦的態度が一

般大衆の疎外感を強め、進歩にとって有害な影響

を及ぼしている、と感じている。彼らによれば、

こうした政治支配状況が、専門家のジャーナリス

トが故国を離れるというような頭脳流出をもたら

しており、ロバート・ジェイ・リフトンがいうと

ころの「精神的麻痺」注5をジャーナリストと大衆

の双方に引き起こし、ひいてはこの地域全体を停

滞させているのである。 

 こうした政府の策動は、「恐怖と混乱」の症状を

引き起こしている(Shaheen,2006)。この地域のメ

ディア環境は、検閲と、細心な自己検閲を冷徹に

強化しており、他方、大衆は２つの形態のメディ

ア植民地主義の犠牲となっていると感じている。

一つは、自分たちの政府によるものであり、もう

一つはアメリカやその同盟国によるものである。

抑圧された大衆は、自国と国際的な抑圧者が手を

携えて彼らの生活と尊厳を脅かしていると感じて

いる。こうした形容矛盾の循環の結果、潜行する

不満の声は、イスラム過激派運動に、そのはけ口

を求めるようになる。過激派はメディアを自分た

ちの正義を鼓吹するために活用しようとするが、

過激派の運動はメディアの自由にとって決して好

ましいものではない。 

 マイケル・ブラホスが言うように、「（イスラム

過激派の）反乱は真正のイスラムを復興する運動

であり、変革の中心をなしている」。したがって、

「今日の成功したイスラム革命は、‘過激な’イス

ラムを広めるための 良の方法である。そこでは、

必然的に、イスラム過激派は、自らを穏健化させ

ていくだろう」(Vlahos,2002:26-28)。メディアに

おいては、ムスリムは平和的姿勢を前面に出す。

しかし、私的には、犠牲者が多いことが彼らの正

義の成就をあらわすと思っている者もいるだろう。

こうした二重の態度が、政府の検閲の強化を正当

化させることになる。 

 2006 年には、予期されなかった大規模な大衆抗

議行動が MENA 地域を席巻した。これは、イス

ラム推進派や過激派にとっては、長い停滞期間を

経ての大衆の覚醒として受け止められた。政府も、

こうした抗議行動を、さまざまな市民活動や組合

活動の中に「イスラム同胞運動」が浸透している

ことの証拠ととらえた。例えば、アルカイダのナ

ンバー２のアル・ザワヒリは、エジプトでの監獄
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生活で過激化したのである(Shaheen,2006)。 

 支配体制側が従来の行動や恐怖政治に固執して

いるのとは対照的に、この地域のメディアは、地

域メディアもディアスポラ・メディアも、低コス

トで利用できる衛星放送技術の登場に後押しされ

て、激しく変容していく渦中にある。メディアは、

いわゆる「汎アラブ市場」を作り出している。 

 こうしたメディアの現況は、ガメル・アブドル・

ナセルによって主導された、1950 年代、60 年代

の非同盟汎アラブ主義という政治的レトリックの

皮肉な進展ともいえる。当時、ナセルによって国

営化されたエジプトのメディアは、すべてのアラ

ブ人のために発言していると称していた。ナセル

以後の時代では、汎アラブのレトリックは、ロン

ドンやパリといった海外に拠点をおく雑誌や新聞

しか使わなくなった。それらの海外拠点メディア

では、西欧で学んだインテリたちが、故国の人権

や自由を主張するよりも、ポスト・マルクス主義

やポストモダンの言説を論じ合っていた。 

 形容矛盾の循環は、ニュースバリューのつけ方、

ハイテクの活用、コントロールされた市場競争以

外にも及んでいる。メディアがたえず集団的欺瞞

によって認めがたい真実を抑圧してしまうことや、

市場でのシェアを拡大するために、オーディエン

スの感情的、政治的趣向に迎合することなども、

その一環である。しかし、こうして獲得された市

場でのシェアもメディアの独立を保障するには至

っていない。広告収入によってメディア活動の商

業化を進めるあらゆる努力にもかかわらず、不足

額は膨大である。アラブ世界全体のメディアの広

告収入は、年間 15 億ドルであるのに対して、メデ

ィアの年間運営費用は約 160 億ドルである。つま

り、毎年 145 億ドルの赤字となっている（United 

States Institute of Peace,2005）。こうした赤字は、

商業メディアがパトロンである政府から独立する

ことを困難にさせている。膨大な赤字を補填して

くれるのは政府だからである。 

 この地域におけるインターネットメディアでは、

従来のメディアよりも、より広範な視点とメッセ

ージが見られる。この地域ではすべての勢力が、

無限の可能性と潜在力をもつインターネットメデ

ィアを利用しようとしている。過激派集団は、攻

撃すると脅したり、敵の戦闘行為や動機に罪障感

をもたせたりして敵の士気を損なう目的をもって、

現在および将来の支持者にアピールするためにウ

ェブサイトを利用している（Wiemann,2004）。 

 トーマス・ヘグハマーは、いくつかのイスラム

神聖サイトに資金提供しているサウジアラビアに

おいて、好戦派が宣伝活動を強化しているように、

インターネットは好戦派にとってますます重要な

役割を果たすようになるだろう、と指摘した。「（イ

ンターネット・ビデオは）、アメリカ人や西洋人一

般を攻撃対象にしていることはほぼ確実である注

6。」しかし、インターネットも、いったんそれが

人気がでたり、「注目される」ようになると、検閲

の対象とされる。エジプト国家安全省の役人がサ

イトのオフィスを訪ねると、そのサイトの論調は

つねにトーンダウンすることになる。 

 パトロンである国家の意図を把握することは難

しいが、この地域のメディアが国際的に認められ

た倫理や規範を侵害しがちであるという事実は残

る。実際、ジャーナリストや一般大衆のための有

効なメディア教育政策が実施されなければ、暗鬱

なメディア状況を誠実に報告することと、言論の

自由や知る権利が建前上は保証されていることと

の間の緊張関係は解消されないだろう。 

 この地域のオーディエンスは現在のメディア市

場から疎外されてしまっている。大衆は MENA

諸国内でコミュニケーションをとることはできず、

国内問題のまともな報道はなく、テロリストの宣

伝や行為に対する歪んだ報道しかないことへの絶

望感を表さざるをえない。MENA 諸国におけるメ

ディア・リテラシーの状態は、信頼感を取り戻す

ための改善を必要とする。そのためには、科学的

な調査に基づいた改革を実施したアルゼンチンや

韓国などの、世界の他の地域にならって、調査を

通じて、（大衆がメディアに求める）期待感や可能

性の相違を把握するべきだろう。 
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３．変革のための課題と可能性の評価 

 MENA における現在の暗い構図を変革するた

めの方策と機会を探求し、現行の抑圧体制の克服

にむけて現状を的確に評価するためには、権力か

ら独立した適正な調査結果が不可欠である。2005

年に AC ニールセンによって実施された「カイロ

のブリティッシュ・カウンセルによるプロジェク

ト」、「メディアと社会」が収集したデータを用い

て、そうした調査結果を引き出すことができる。

この調査は、メディア専門家たちの見解、価値観、

態度の概要を示すとともに、そうした専門家たち

と大衆の考え方を比較する視点も提供している。

調査は、MENA 地域の６か国（エジプト、サウジ

アラビア、レバノン、シリア、ヨルダン、パレス

チナ）で実施され、比較分析が可能である。 

 調査は、全部で 1,210 名への対面インタビュー

（各国 200 件のインタビュー）による大規模な質

的方法に基づいている。各インタビューの時間は

35 分から 40 分であり、2005 年 8 月 11 日から 9

月 22 日にかけて、メディア専門家やメディア学専

攻の大学生によって実施された。調査対象者はす

べてエジプト、サウジアラビア、レバノン、シリ

ア、ヨルダン、パレスチナの大都市に居住してお

り、一つ以上のアラビア語主要紙を少なくとも１

日おきには読んでおり、テレビを定期的に視聴し

ている。 

 

３−１ 調査対象者の人口統計 

メディア専門家 メディア学専攻学生 失業者 

ジャーナリスト、テレビ番組制作

者、ラジオ番組制作者 

マスメディア学専攻学生（2、3、

４年生） 

高学歴者（高校または大学卒） 

社会問題報道の専門家 男性と女性 現在、失業中 

高学歴者（大学卒）  18 歳～25 歳及び 26 歳～35 歳 

男性と女性  男性と女性 

26 歳以上   

 

３−２ メディア専門家の問題意識と大衆の問題

意識の比較 

 調査の結果をみると、大衆の問題意識は、現在

直面している社会問題の「失業」が 88％と１位で

あり、次いで「貧困」（47％）、「結婚・離婚」（46％）

となっている。これに対して、メディア専門家の

問題意識はこれとは全く異なり、「教育の質」（47％）

がメディアが強調する主要な社会問題となってお

り、「失業」（9％）はメディアの関心事の中では

も低位にある訳注。 

 

３−３ 主要メディアへの評価の対照調査 

 調査結果を見ると、ここでは対極的な見解が示

されているようである。主要メディアへの期待度

の高さは、「分かりやすさ」という項目に もよく

表れている。そこでは、新聞が 60％、テレビが 56％、

ラジオが 50％となっている。この統計によれば、

アラブ諸国のオーディエンスは新聞が 33％と、テ

レビやラジオよりも影響力があると思っている。

新聞は普及率（25％）も一番高く、記事の内容も

より分かりやすく（60％）、信頼でき（50％）、満

足度（44％）と高い。 

 この調査結果は、いろいろなメディアの中で新

聞により親しみを覚えているエリートたちは別に

して、MENA 地域全体に広がる非識字率の高さと

矛盾している。この点は、おそらくは調査対象者

の大多数が都市部の比較的教養のある層であるこ

とから説明できるだろう。 

 

３－４ 学校教育の質 

 調査結果によると、多くの社会的・政治的理由

によって、また時には教育状況の世界標準を知ら
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ず、それと比較するという視点がないために、調

査対象国の間で大きな意識差があることを示して

いる。MENA 諸国全体で見ると、40％の人々が､

自国の教育は「どちらかと言えば良い」と評価し

ている。しかし、個々の国々でみていくと、調査

結果は大きく異なり、正反対ですらある。例えば、

エジプトでは、33％が、学校教育の質が「良くな

い」と答えているのに対して、「非常に良い」と思

っている人は 6％にすぎない。 

 こうした数字は、エジプトが比較的開放的で自

由な社会であるためだろう。それとは逆に、サウ

ジアラビア、パレスチナ、ヨルダンでは、それぞ

れ 54％、52％、52％の人々が自国の教育の質を「ど

ちらかと言えば良い」と思っており、「たいへん良

い」と思う人々もサウジアラビアで 21％、ヨルダ

ンで 14％となっている。別の観点から見ると、教

育の質の評価の低さ（「どちらかと言えば良くない」

と「良くない」を加えた数字）では、エジプトが

55％（33＋24）（原文ママ）、シリアが 41％（26

＋15）であるのに対して、サウジアラビアでは

16％（7＋9）、13％（8＋5）となっている。こう

した評価の大きな違いは、サウジアラビア、パレ

スチナ、ヨルダンにおけるメディアと教育双方が

複合的に操作されているためと思われる。この調

査結果は学校教育の質の実態を反映していると言

うよりも、むしろ MENA 諸国の政府によって管

理されているシステムを批判する権利を含めた、

文化的な諸変数の総体を表していると見ることが

できよう。 

 

３－５ 大学教育の質 

 調査結果によると、全体的に見て 40％が大学教

育の質を「どちらかと言えば良い」と考えている

のに対して、11％が「良くない」と見ている。エ

ジプトでは、「どちらかと言えば良くない」が 25％、

「良くない」が 23％と、評価が全体的に低い。そ

れに対して、レバノンでは、「たいへん良い」が

35％、「どちらかと言えば良い」が 43％というよ

うに、評価は全く逆転している。「どちらかと言え

ば良い」がそれぞれ 50％、52％、62％というよう

に、サウジアラビア、パレスチナ、ヨルダンの 3

カ国も、大学教育について肯定的な評価を示して

いる。ところが、驚くべきことに、これら 3 カ国

は、大学教育の歴史も設備も有していないのであ

る。こうした評価の差は、先の評価の差と同じ理

由、すなわち調査対象者が都市部の比較的教養の

ある人たちの見解を反映しやすいという事実もさ

ることながら、調査対象者が率直な回答をするの

が難しく、実際の状況を自己否定し、歪曲して回

答しがちであるという点から説明できよう。 

 

３－６ メディア専門家が定期的にしている活動 

 調査結果によると、メディア専門家はほぼ全員、

テレビを視聴し、新聞を読んでいる。しかし、調

査対象者の意見が MENA 諸国の人々の全般的傾

向というように一般化してはならない。その上、

いくつかの回答は自らの「教養」をひけらかして

いる可能性もある。メディアにアクセスすること

は近代人と専門家の証拠とみなされているだけに、

メディアへのアクセスを実際よりも多く回答する

傾向がある。ラジオを聴くことがテレビ、新聞に

次ぐ位置（73％）をしめている点を、そのまま受

け取るのは要注意である。なぜなら、あらゆるニ

ュース報道を把握しておく必要があるメディア専

門家が調査対象者の一部をなしているからである。

別の調査によれば、実際には、いまだにラジオを

聴いている人々はわずかに 3％にすぎない(Saley, 

2008)。 

 この調査結果から読み取れる主要な点は、ラジ

オ聴取者がシリアで も少ない（16％）という点

である。シリアでは、同様に、インターネットを

見る人が 42％、雑誌を読む人が 30％とそれぞれ

小である。こうした状況は、貧困が広がってい

ることと、政府のコントロールが厳しい点からき

ていると思われる。しかし、イスラエルとたえず

紛争状態であり、メディアのインフラが欠如して

いるとまでは言えなくても、非常に弱体であるパ

レスチナについては、シリアほどメディアへのア
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クセスが少なくない。 

 メディア専門家とメディア学専攻学生に対する、

これらの調査から、MENA 地域が直面している３

つの主要な課題が現れている。第一には、メディ

アが大衆に価値ある情報を提供するという意義あ

る役割を演ずることによって、メディアという競

技場を公正なものにする必要がある。そのために

は、規制的な法や措置、政府による干渉を弱め、

論争的な問題を論じるジャーナリストをより保護

するようにしなければならない。第二に、市民に

よる自由主義的活動家が警察に抑圧されないよう

に法を改正して、彼らの努力を促進することであ

る。第三には、適正かつ的確な法律や規制によっ

て、メディア業界の独立の健全な制度と民主的な

運営を確立し、現在の利害抗争を解決する必要が

ある。 

 

４．市民参加とメディア教育への示唆 

 MENA におけるメディア・リテラシーの困難さ

の 大の要因のひとつは、この地域がいまだに途

方もない課題をかかえている点にある。メディア

状況そのものに関連している課題もあれば、失業、

教育、健康といった、より基本的な社会問題に起

因する課題もある。メディア・リテラシーは、魔

法のランプから解放された魔神のごとく、強い力

を発揮することで、アラブのアイデンティティと

他の世界に開かれる可能性に向けた社会変革を追

い求め、促進することをめざすものだ。しかし、

MENA 諸国の政府はそうした状況の実態をほと

んど把握しておらず、それらの政府が継承し、あ

るいは創出するのに手を貸してきた形容矛盾の状

況を解説するためにどの程度のことをする必要が

あるのかについて誤った判断をしている。そのた

め、メディアの「ランプ」の中から魔神を解放す

ることは難しいだろう。実効的な改革が実施され

ない限り、現在の状況が近い将来に終わることは

期待できない。 

 一般市民は、こうした状況を変えられないのは、

自分たちに「どこか間違ったところがある」に違

いないと思っている。大衆のこうした取り違えを

強めるために、MENA の大半の政府は巨大な富を

自在に行使し、変革への真剣な取り組みを避け、

妨害するために、「テロリストの蔓延」といった意

味不明の用語を用いている。公共意識が減退した

結果、この地域の市民たちは、いまだに高い税を

払うことによって、政府が社会サービスを提供し、

自分たちが生活のほとんど全領域において補助金

を得られることを好んでいる。カイロ、ベイルー

ト、アンマン、リディア、ガザ、ダマスカスの街

頭での人々の意見は、指導者たちの意見とは非常

に異なっており、通常、正反対を示している。調

査では、すべての市民は、国家や政府の公式の相

互関係と、大衆の見解との間には重大な乖離があ

ることを認めている。市民的自由の欠如と、世俗

国家と宗教国家との間の亀裂の恐怖とが、原理主

義とテロリズムを恐れる意識を高めている。こう

した状況は、市民たちがメディアが適正に運営さ

れておらず、民主主義的な市民権が保障されてい

ないことへの対処に疲れてしまっているために、

市民参加ではなく大衆の疲弊感をもたらしている。 

 過激派は、単純で視覚表現に訴えやすい議論を

つくりだすことによって、メディアを有効に利用

している。大衆が政治的課題を設定する力を欠い

ているために、社会権力としてのメディアが疲弊

し、機能していないという現在の脈絡においては、

過激派のそうしたメディア利用はいっそう有効で

ある。官僚や政策実施者は、なじみの「安全な」

実践を変えることを拒否しており、メディアは現

実を歪め、互いに競合することによって歪みを拡

大する。こうした点が、再検討するのに時間を要

する文化的障害であり、信頼を回復するための適

切な改革を要する政治環境である(Saleh, 2006)。 

 メディアの受け手である大衆は、自分たちのこ

とを個人的にも集団的にも屈辱と憤懣をもって受

け止めている。こうした社会的沈滞は、政治状況

としての＜法の支配＞を弱体化させており、その

ことは大衆にとって有益とはならなかった。こう

したジレンマを改善するためには、大衆とエリー
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ト双方が、＜問題は自分たち自身の内にある＞と

いうことを認める必要がある。大衆が自らを一人

前の市民社会と変革の担い手とならなければ、こ

の地域に、深い内省が起こることは決してあるま

い。 

 この地域におけるメディア・リテラシーの発展

がこうした変革にとって重要な役割を果たすこと

は確かであるが、メディアが自己変革できる力を

もっているかは定かでないし、ましてそれぞれの

国の民衆の自己変革の可能性については確言でき

ない。ここでの問題点は、メディアの関心と大衆

の関心がたえずずれていることであり、同様に大

衆と政府との間に溝があることである。さらに不

安な点は、流血と混乱を引き起こすであろう革命

の動乱を経てもたらされる変革がどのようなもの

になるかである。こうした革命では、政府、イス

ラム過激派、進歩勢力がしのぎをけずって争うこ

とによって流血沙汰となり、誰がこの革命の真の

担い手であり、その人々は誰の利害を代表してい

るのかが分からないだけに混乱をひきおこすこと

は免れないだろう。 

 この地域では、多くの人々が、参政権のような

基本的権利の獲得を志向するような変革に対して

すら、いまだに懐疑的であったり抵抗を示したり

しており、形容矛盾的状況は深刻である。だから

と言って、変革の担い手がいないわけではない。

政府の腐敗に対してずっと闘ってきているエジプ

トの「ケハヤ（もう十分だ！）」のような、進歩的

な市民運動が数多く存在する。しかし、過激派の

極端な主張もまた日増しに強くなってきている。

その結果、「第三の勢力」すなわち社会に不満をも

っている人々は、社会の他の階層の人々からほと

んど切り離されて、自分たちの世界に閉じこもっ

ており、そうした運動に加担するのを嫌っている。 

 この点に関するもう一つの思い込みは、自由な

意見を持ち表現する自由を行使することを認める

法律がないか、あるいは少なくとも機能していな

いというものである。これによって、政府はたい

ていの場合侮辱や名誉毀損の罪によって、多くの

新聞を発行停止にし、多くのジャーナリストを刑

務所に送っている。たくさんの行政的障害がいま

だに有効であり、公的情報を得ようとするジャー

ナリストの前にたちはだかっている。それらの障

害は公平で独立したジャーナリズムの活動を妨げ、

一部のジャーナリストを、「虚偽情報」の罠によっ

て投獄したり、罰金などで罰したりしている。 

 エジプトの大統領ホスニ・ムバラクに対する侮

辱罪によって、「アル・ドストゥー（憲法）」の主

筆であるイブラヒム・エッサとジャーナリストの

サハル・ザリ、さらにワラクの市民とを投獄させ

た 2007 年のカイロの簡易裁判所判決は、こうし

た形容矛盾の循環の顕著な一例である。こうした

事例としては、アデル・ハモウダが率いる「アル・

ファジル（夜明け）」に対してなされた数多くの訴

訟のほかにも、「ソウト・アル・オンマ（国民の声）」

の主筆、ワエル・アル・イブラシィに対する裁判

がある。彼は、「裁判官の危機」の際に、刑法法廷

に召喚された。「裁判官の危機」においては、裁判

官たちは、第一次大統領選における広範に行われ

た選挙違反によって利用されたり、不当に傷つけ

られたりしたと感じていたのである。対立派に対

する不公平な裁判のような法を逸脱した行為のた

めに、法曹界のメンバーに対する攻撃も増大して

いった注7。 

 

５．市民参加、アイデンティティ、メディア・リ

テラシーを育成するためのポイント 

 これまで約 10 年間にわたって、規制緩和やグロ

ーバルな競争の拡大に対応するために、MENA 諸

国は新しいメディア政策を実施し、文化的政策課

題も拡大させてきた。その一つのねらいは、メデ

ィアのデジタル化がもたらした領域に焦点をあて、

教育、労働など文化のあらゆる局面を変容させて

いこうとするところにある。しかし、このことは

単なるメディア政策や文化政策、あるいは科学技

術および経済の観点を変化させるということに尽

きず、より大きな課題、すなわちグローバル化の

中での地域的統合と、国民文化やアイデンティテ
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ィの徐々なる断片化の問題でもある。MENA 諸国

は、伝統的な国民統合社会から、マスメディアが

グローバル社会の周縁での「相互作用的社会」の

中へと位置づけられようとする、まさに過渡的な

変化にあるこの新しい文脈の中では、伝統的な組

織や制度の衰退と変容、国民統合とは別の価値観

に基づいた個人のためのサブ・ネットワークの複

雑な構造より大きな位置をしめるようになってい

る。 

 文化、メディア、コミュニケーションと情報、

技術は、情報社会の新しい経済における も強力

な成長部門（文化、教育、娯楽、情報）である。

MENA のメディア政策と文化政策の進展は、次の

２つの傾向の間に位置づけられている。一つは、

メディアの MENA 地域市場の自由化と同質化で

あり、これによって作品や作り手の自由な流れが

促進され、MENA 地域のコングロマリットがグロ

ーバルなレベルで活躍できるようになる。他方、

文化や芸術の伝統や公益的文化を公的に保持する

という強い伝統も残っており、この点からは、

MENA 地域メディアの作品やノウハウの生産と

頒布における相乗作用やネットワーク形成の試み

に対しても国家的な縛りがこれまでのところある。 

 文化横断的な暴力を引き起こすコミュニケーシ

ョンの体系的歪みを克服する唯一の道は、人々の

間の信頼と連帯との根本的関連を（再）構築する

――これこそがメディア・リテラシーの背景をな

す目標である――ため、そして、信頼を確立して

恐怖や抑圧と闘うためにメディアや文化を用いる

ことである。 

 恐怖政治から寛容への移行が、さまざまな人々

と文化が同じ舞台で同じ時間に相互作用の共同領

域を共有するための第一段階である。しかしなが

ら、寛容は、支配的位置にある強者の態度いかん

に依拠しているという限界がある。つまり、強者

がどの程度の異質な行為をデリダが言うところの

他者への「絶対的尊敬」(Balfour, 2007)において

許容するかに依拠しているということである。 

 MENA 諸国における現在の形容矛盾的悪循環

を克服し、恐怖政治から寛容への移行を成就する

ために考慮すべき５つの点をあげてみたい。 

 第一に重要なのは、法律改革の努力は、少数の

エリートに権力が集中し、機能障害に陥っている

政治体制においてもなお、広範な社会勢力に支持

されることによって達成される見込みがでてくる

という点を認めることである。社会意識を変革す

る努力をともなわなければ、法律改革の成果は不

十分なものとなるだろう。 

 第二点は、政府と大衆との間の現在の社会契約

を考え直すニーズと一致するが、それをニーズと

いうより必ずすべきこととみることである。この

地域の人々の基本的人権の実行が困難なために、

途方もなく否定的なステレオタイプな態度が支配

的である。それに加えて、政府や社会で指導的な

地位にある女性に対して広範な社会的偏見が存在

しており、人口の中のこの価値ある部分である女

性が市民活動に十全に参加することを妨げている。 

 第三に政府と大衆との間のコミュニケーション

の流れの方向を変化させる必要がある。社会のす

べての成員が同等の者として参加する同意と民主

的な議論を促し、ボトムアップで情報を提供して

いくのではなく、上からコントロールするという

古い考えが依然支配的である。 

 第四は、権利を拡大するための条件として、法

や改革を実施していくという点である。大衆は、

新しい法や改革を政府が実施する能力に対して非

常に懐疑的であるが、この点は重要である。多く

のエリートたちが思っているように、真の根気や

意志のともなわない薄っぺらなうわべだけの取り

組みでは十分な関与とはいえないだろう。 

 第五は、とりわけ教育水準が低い人々、田舎に

住んでいる人々、総じて自らの権利に対する意識

が弱い人々の中に人権意識を喚起して、改革のプ

ロセスに大衆が参加することが重要である。 

 後に、公共的電波を単に国家領域にとどまら

ず真に公共的にすることを保障する認可書が、

MENA の地域規模で求められることになろう。ま

た、社会と所属国家の福利に貢献するという会社
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の責任についても、MENA 地域の未来を促進する

ための独自の展望を示すよう求められるようにな

るだろう。 

 古典的な自由主義的価値をめざす政治改革は、

間違いなく、適正なメディア・リテラシーに取り

組み、よい統治を促進するための一つのステップ

である。ジャーナリストの間でも、また一般の民

衆の間でも、メディア・リテラシーは悪意のない

仕方で地域のアイデンティティを保持するための

一つの方法ともなるだろう。メディア・リテラシ

ーは、アラブ人自身のアラブ人に対するステレオ

タイプと闘うとともに、進歩的なアラブ人のアイ

デンティティを保持しつつ近代性と開放性をもた

らす方途となろう。MENA の人々が認めるよりも

より広い範囲で、こうした目的に向けての大半の

作業は、この地域の人々が自分自身で取り組まね

ばならない。その際、人々は目下の現実と取り組

む新しい諸制度を創り、人々を国民的利害とアイ

デンティティ形成に関与させる新しい訓練方法を

創りださねばならない。 

 「政治不安」「古代史／宗教」「女性／外国人へ

の対応」「ムスリム／イスラム」＜石油＞といった

用語の理解は、すべてメディア・リテラシーがこ

れらの用語に対して人々がどれだけステレオタイ

プや先入見や無理解を乗り越えるように手助けで

きるかにかかっている。これらの用語の理解は、

地政学と国際的メディア経済の流れという世界規

模の文脈の中に位置づけられている。したがって、

メディア・リテラシーは、メディアが機能不全に

陥っている状況を人々が捉え直すことを支援する

長期的な方策となるだろう。メディア・リテラシ

ーは、指導者や政策決定者たちが混乱をおこすこ

となしに、アラブ人のアイデンティティとプライ

ドを再興するような仕方で平和と人権についての

進歩的な理解をもって変革を実行するためにも役

立つだろう。 

 メディア・リテラシーを政府の宣伝手段から無

数の地方のオールタナティブな集団運動へと変革

していくためには、方策と理念を集団的に開発す

る努力とともに、多様な集団を包含し横断的な連

帯を創り出す必要がある。そのようにしてのみ、

メディア・リテラシーは大衆の参加を獲得するこ

とができ、さまざまな形態で現れているコスモポ

リタン的世界観と原理主義との軋轢への平和的解

決をもたらすことができる。原理主義は、個人を

国家や宗教のパラダイムと物語に結びつける伝統

を狂信的に擁護する。それに対して、コスモポリ

タニズムは国家を越えるグローバル化を支持し、

国家や地域の境界を越えた人間の権利と平等の思

想や精神構造をひろげようとする (Giddens, 

1999)。 

 MENA 諸国のメディアは、伝統的なものも新し

い相互作用的なものも、ますます技術的に統合さ

れていくメディア文化にむけてのこうした進展に

おいて重要な役割を果たすことができる。この進

展によって、以前の地理的境界を大幅に越えて、

地域のアイデンティティとプライドが促進される。

アラブ人とムスリムは、宗教の再活性化を導入す

るか、あるいは現実の文化越境的な対話の停滞を

非 MENA 諸国の相手国と積極的に関わっていく

ことによって克服することを通じて、グローバル

化に対する自分たち自身の文化的応答を進めてい

かねばならない。この文脈において、普遍主義は、

地域のアイデンティティを弱めたり消したりする

のではなく、むしろ豊かにし、世界に開かれるこ

とによって実現されるだろう。したがって、土台

に深く根付いた文化復興は、人類を分断するので

はなく統合するのである(Levin, 2005:204)。 

 全体としてのメディアは、長期的な歴史的視野

から見れば、柔軟な地方や地域や民族のアイデン

ティティの現れが世界中に存在するように、こう

した文化的アイデンティティの形成に貢献し得る

のである。こうしたアイデンティティは、労働、

家族構造、都市生活、所得配分の形態の近代的変

化に適応して、自在に変化している。こうした文

脈において、メディアは、シンボルや考え方の源

泉であるとともに議論の重要な場でもあり、また、

人々の時間と資源の消費を補う役割を担ってもい
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るのである。 

 

注 

１．「形容矛盾」はレトリックの一種であり、「耳

をつんざくばかりの静寂」、「苦悩する楽観主義者」

というように、矛盾する言葉を結びつける表現法

である(Houghton, 2006)。 

２．ウィリアム・ラフ(2004)は、メディアのあり

方を４つの状態に分類している。(1)動員：シリア、

リビア、スーダン、2003 年以前のイラクは植民地

化を経験しており、メディアは政治的不安定を引

きおこしてきた。そこで政府はメディアを直接的

に統制し、自らの目的を達成するために法的手段

を用いている。(2)忠誠：サウジアラビア、カター

ル、アラブ首長国連邦、バーレーンとパレスチナ

は、メディアの国営化、表現の自由の許容度の上

下、弱体な政党といった伝統的な路線に沿って発

展してきた。メディアは国営のため、重要な役割

を果たしている。(3)移行期：エジプト、ヨルダン、

チュニジア、アルジェリア、2003 年以後のイラク

では、メディアは政府によって統制されており、

法的手段による操作を受けているため、自主規制

している。(4)多様性：クェート、イェーメン、レ

バノン、モロッコでは、表現の自由が強く主張さ

れているため、政府によるメディアへの影響は制

限されており、独裁色は弱い。 

３．「集団的欺瞞」は、科学者や学者たちの知的不

誠実を表している。このことは、むろん決して新

しいことではない。しかし、科学者の規範は、個々

の科学者が小さな、しかし同様の仕方で真実をそ

ぎとり、ぼかしていることに自覚的であっても、

科学者集団は科学者共同体や一般民衆の間にたえ

ず欺瞞を浸透させてきたのである。 

４．バシウニ、2007 参照。チェリフ・バシウニ法

学教授は、ドゥポール大学国際人権法研究所長、

イタリアのシラクサの刑法学高等研究所長、フラ

ンスのパリの刑法国際協会の名誉会長である。 

５．精神分析家のロバート・ジェイ・リフトンに

よれば、「精神的麻痺」は、抑圧、否認、投射のよ

うな、よく知られた防衛機制に基づいて、排除さ

れ、切り離された感じをもたらす。テレビ文化と、

メディアによって操作されたイメージの刺激に過

度にさらされることによって、民衆は、世界とつ

ながっているという意識を脅かしている現実や可

能性に無自覚になり得るのである。 

６．インターネットは、イスラム過激派にとって

ますます重要な媒体となっている。処刑されるア

メリカ人の映像をのせたウェブサイトにせよ、攻

撃を呼びかける文章にせよ、インターネットはプ

ロパガンダと、過激派の間での情報交換にとって

の主要手段となった。ラジオ自由ヨーロッパ・ラ

ジオリバティのジェフリ・ドノバンによって引用

された「terrorism.net」(2004 年 6 月 16 日)に関

するトーマス・H.(2006)の論文を参照。 

７．「裁判官の危機」は、裁判官たちがさまざまな

変則事態を免れようとして、自分たちの裁判を街

頭に持ち出したことの結果だった。エジプトの裁

判官たちは、自らの独立と尊厳、大衆へのイメー

ジを守るために闘ったのである。この「危機」と

関連して、裁判官はお互いに相対立するものなの

か、それとも司法全体と行政とが相対立している

のかという問題が残っている。現在の危機の考え

られる理由の一つは、1972 年の法律第 46 条が法

務大臣に対して司法運営に関する権限を拡大した

点にある。法務大臣は、裁判官を異動させること

によって懲戒する権限をもつようになった。こう

した権限は、他の国々のように、 高司法審議会

がもつべきだろう。 

 

訳注 

原文には図が掲載されているが、不鮮明で内容的

にも不正確な点が見られるため、日本語訳からは

はずしてある。確認したい場合は原文参照のこと。 
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